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令和４年第３回鞍手町議会定例会議事日程 

 

６月２０日 午後１時開議 

第４号 

日程第１ 議案第33号 令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 （民生産業委員長報告） 

日程第２ 議案第32号 令和４年度鞍手町一般会計補正予算（第２号） （総務文教委員長報告） 

日程第３ 議案第34号 令和４年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号） （総務文教委員長報告） 

日程第４ 議案第35号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和４年度固定資産税の 

課税免除 （総務文教委員長報告） 

日程第５ 陳情第７号 保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と職員処遇の抜本的な改善を求め

る意見書の提出を求める陳情書 （民生産業委員長報告） 

日程第６ 閉会中の継続事件 
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令和４年６月２０日（第４日）  

開議 １３時００分  

 

○議長（星 正彦君） 

これから本日の会議を開きます。 

これより日程に入ります。 

日程は、お手元のタブレット端末機に送信しているとおりです。 

日程第１ 議案第３３号を議題とします。 

本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を

求めます。 

○民生産業委員長（須山 由紀生君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

須山民生産業委員長。 

○民生産業委員長（須山 由紀生君） 

民生産業委員会の、議案審査報告をいたします。 

議案第３３号 令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号 

本委員会は、６月１５日に付託された、上記の議案を審査の結果、原案を可決す

べきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。 

○議長（星 正彦君） 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

議案第３３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

議案第３３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

議案第３３号 令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号を採

決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数）  

挙手多数です。 

よって議案第３３号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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次に進みます。 

日程第２ 議案第３２号から日程第４ 議案第３５号までの３件を一括して議題

とします。 

本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を

求めます。 

○総務文教委員長（篠原 哲哉君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

篠原総務文教委員長。 

○総務文教委員長（篠原 哲哉君）  

総務文教委員会の議案審査報告をいたします。 

議案第３２号 令和４年度鞍手町一般会計補正予算第２号 

議案第３４号 令和４年度鞍手町水道事業会計補正予算第１号 

議案第３５号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和４年度固定資産

税の課税免除 

本委員会は、６月１５日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を

可決すべきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。 

○議長（星 正彦君） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

議案第３２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、議案第３４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、議案第３５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

議案第３２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

次に、議案第３４号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

次に、議案第３５号について討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

議案第３２号 令和４年度鞍手町一般会計補正予算第２号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数）  

挙手多数です。 

よって議案第３２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３４号 令和４年度鞍手町水道事業会計補正予算第１号を採決しま

す。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数）  

挙手多数です。 

よって議案第３４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３５号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和４年度固

定資産税の課税免除を採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数）  

挙手多数です。 

よって議案第３５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

次に進みます。 

日程第５ 陳情第７号を議題とします。 

本案は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求

めます。 

○民生産業委員長（須山 由紀生君） 

議長。 

○議長（星 正彦君）  

須山民生産業委員長。 

○民生産業委員長（須山 由紀生君） 

民生産業委員会の陳情審査報告をいたします。 

陳情第７号 保育所等の最低基準、職員配置、面積基準と職員処遇の抜本的な改

善を求める意見書の提出を求める陳情書。 

本委員会は６月８日に付託された上記の陳情を審査の結果、採択とし別紙意見書

案を関係機関に送付すべきものと決定したので、会議規則第９４条の規定により報
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告します。 

○議長（星 正彦君） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

陳情第７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

陳情第７号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

陳情第７号 保育所等の最低基準、職員配置、面積基準と職員処遇の抜本的な改

善を求める意見書の提出を求める陳情書を採決します。 

この陳情に対する委員長の報告は採択であります。 

本陳情は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」多数）  

挙手多数です。 

よって陳情第７号は、採択されました。 

次に進みます。 

日程第６ 閉会中の継続事件を議題とします。 

各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お

手元のタブレット端末機に送信しているとおり、閉会中の継続審査の申し出があっ

ております。 

お諮りします。各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありません

か。 

（「なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。 

よって各委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しました。 

これをもって本日の日程は全部終了しました。 

ここで、町長より議場での発言の申し入れがありますので、これを許可します。 

○町長（岡崎 邦博君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

 町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

６月定例会、閉会前の貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。  
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まず初めに、６月定例会におきまして提出議案全てを可決いただき、ありがとう  

ございました。心より御礼申し上げます。  

さて、平成３０年９月９日投開票の町長選挙におきまして、町民皆様の熱い御支

援により、町長の重責を担うこととなり早や４年が経とうとしております。  

この６月定例会が、私の町長としての任期最後の定例会となりましたので、この場

をお借りし、改めて星議長を初め議員各位に感謝と御礼を述べさせていただき、次

期町長選挙の対応につきまして、私の考えの一端を述べさせていただきます。  

町長就任直後は、町にとって重要な課題山積の中でした。  

特に喫緊の課題である、くらて病院の移転新築や役場新庁舎の建設は時間のない

中で結論を求められ、管理職職員との厳しい議論の連続でしたし、議員皆様とも激

しい議論を交わしたように思います。  

また２年目の途中からは、新型コロナウイルスが発症し、一波、二波、三波と、

感染が拡大するたびに町民皆様に対する支援策や、ワクチン接種への対応に追われ、

発症から２年数ヶ月が経過した現在においても、対応を迫られている状況です。  

そうした中で、議員皆様と議論を重ねた上で、御理解と御協力をいただき喫緊の

課題であった、くらて病院は、昨年１０月に新築移転をし、開院することが出来ま

したし、役場新庁舎につきましても造成工事がほぼ終了し、喫緊のうちに、庁舎本

体工事に入る運びとなりました。  

また、新型コロナウイルス感染症対策につきましても、御理解と御協力のおかげ

をもちまして、迅速な対応が出来たと思います。  

この４年間、議員の皆様と議論をすることで、私自身、成長することが出来たと

思いますし、御理解と御協力によりまして、町政を前に進めることが出来たと感じ

ています。 

ここに改めて議員皆様に感謝と御礼を申し上げます。  

次に、次期町長選挙の対応ですが、大きく世の中が変化、変容している中で、鞍

手町の未来をどう見据え、どう順応していくのか、次の４年間が非常に重要であり、

今後、町が飛躍するための、礎となる４年間だと考えています。  

そこで、まずは先ほども述べましたが、新型コロナウイルス感染症が、まだ終息

していない状況でありますので、引き続き感染症に対して、速やかに対応する必要

があります。 

また喫緊の課題であった、くらて病院の移転新築につきましては、昨年の１０月

に移転して開院することが出来ましたが、役場新庁舎の建設につきましては、まだ

道半ばであります。  

さらに、小学校の統合につきましても、１校に統合することが決まりましたが、

今後、設置場所を決定し、本年度中に基本計画を策定するよう、予算化していると

ころです。 
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その後、順調に進めば来年度から基本設計、実施設計を経て夢があり、楽しく学

べる小学校の建設に取りかかるので、その他、誰一人取り残さないデジタル化とし

てＤＸの推進をするため、ＤＸ推進計画の策定に取りかかっています。  

また、脱炭素社会を目指すため、ゼロカーボンシティを標榜していますので、環

境省に採択されました交付金事業を活用し、鞍手町の脱炭素を推進する計画と、鞍

手町にどのぐらい、再生可能エネルギーの施設が導入できるかを調査する二つの計

画を策定し、国が定めた２０３０年までにＣＯ２を４６％削減する目標に向けて取

組を行うこととしております。  

そのほかにも、高校生までの医療費無料化や、地域公共交通の利便性の向上、空

き家対策、移住定住策など、まだまだ多くの課題が山積しておりますので、これま

での取組を止めることなく、引き続き２期目に挑戦し、未来に続く持続可能な町を

目指して、取り組む決意をしたところでございます。  

以上で、議員各位に対する感謝と御礼、並びに次期町長選挙に挑戦する決意を表

明させていただきました。  

閉会前の貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 

○議長（星 正彦君） 

これをもって令和４年第３回定例会を閉会します。 

 

閉会１４時１４分  

   

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。  

  

議長   星   正 彦 

 

 

議員   田 中 二三輝  

 

 

議員   宇田川   亮 

 


